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(57)【要約】
【課題】
　溶融混練を経て成形された熱可塑性樹脂組成物のペレ
ットについて、その熱可塑性樹脂組成物としての本来の
物性が維持されたものを得ることができる樹脂組成物成
形機を提供することを目的とする。
【解決手段】
　熱可塑性樹脂組成物を溶融してペレット状に成形する
樹脂組成物成形機１０であって、熱可塑性樹脂組成物を
供給する供給口１と、前記供給口から供給された熱可塑
性樹脂組成物を溶融混練する溶融混練部２と、前記溶融
混練部で溶融混練された熱可塑性樹脂組成物をストラン
ド状に吐出する吐出部３と、前記吐出部より吐出された
ストランド状の熱可塑性樹脂組成物を細断することでペ
レット化するペレタイザー４とを有し、さらに、前記溶
融混練部と前記吐出部との間に設けられる樹脂溜り部５
を有することを特徴とする樹脂組成物成形機１０。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂組成物を溶融してペレット状に成形する樹脂組成物成形機であって、
　熱可塑性樹脂組成物を供給する供給口と、
　前記供給口から供給された熱可塑性樹脂組成物を溶融混練する溶融混練部と、
　前記溶融混練部で溶融混練された熱可塑性樹脂組成物をストランド状に吐出する吐出部
と、
　前記吐出部より吐出されたストランド状の熱可塑性樹脂組成物を細断することでペレッ
ト化するペレタイザーとを有し、
　さらに、前記溶融混練部と前記吐出部との間に設けられる樹脂溜り部を有することを特
徴とする樹脂組成物成形機。
【請求項２】
　前記樹脂溜り部における滞留時間を、５秒～３００秒とする容積である樹脂溜り部であ
ることを特徴とする請求項１記載の樹脂組成物成形機。
【請求項３】
　前記熱可塑性樹脂組成物が、結晶性高分子を含有することを特徴とする請求項１または
２記載の樹脂組成物成形機。
【請求項４】
　前記結晶性高分子が、リサイクル樹脂由来のポリオレフィン系樹脂を含有することを特
徴とする請求項３記載の樹脂組成物成形機。
【請求項５】
　前記吐出部から吐出されたストランド状の熱可塑性樹脂組成物を急冷する急冷部を有す
ることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の樹脂組成物成形機。
【請求項６】
　前記急冷部が、温度が－５℃以上１０℃以下の液状冷媒を用いる急冷部であることを特
徴とする請求項５記載の樹脂組成物成形機。
【請求項７】
　熱可塑性樹脂組成物を溶融してペレット状に成形する樹脂組成物の成形方法であって、
　熱可塑性樹脂組成物を樹脂組成物成形機の供給口に供給し、
　前記供給口から供給された熱可塑性樹脂組成物を溶融混練部で溶融混練させ、
　前記溶融混練部で溶融混練された熱可塑性樹脂組成物を樹脂溜り部で滞留させ、
　前記樹脂溜り部で滞留した熱可塑性樹脂組成物を吐出部からストランド状に吐出させ、
　前記吐出部より吐出されたストランド状の熱可塑性樹脂組成物を細断することでペレッ
トを得ることを特徴とする樹脂組成物の成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂組成物成形機に関する。特にリサイクル樹脂のペレットの成形に適した
樹脂組成物成形機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）に代表されるポリオレフィン系樹脂等
の多くの熱可塑性樹脂は、成形加工用の原料素材として使用される。これらの樹脂は単独
であるいは必要に応じて添加される他の樹脂やゴム、さらに可塑剤、熱安定剤、酸化防止
剤、着色剤などの各種の添加剤と混合されて、ペレット化されて、それぞれの加工方法に
適した大きさの粒子状物として供給されている。
【０００３】
　例えば、図５は、典型的なペレット化装置（樹脂組成物成形機）の概略図である。供給
口（ホッパー）１から熱可塑性樹脂やその他添加材等が供給され、溶融混練部２で溶融温
度に加熱されスクリューで混練されることで溶融混練されながら吐出部３側に押し出され
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、吐出部３からストランド状に押し出され、ペレタイザー４でペレット状に細断される。
【０００４】
　このペレット化においては、従来から、熱可塑性樹脂組成物に混合する樹脂や各種添加
剤が均質なものとなり、異物等が少ないペレットを得ることが主な課題とされてきた。こ
のため、スクリュー形状や、加熱温度、圧力、ろ過手法等が種々工夫されてきて、二軸押
出し機等、熱可塑性樹脂組成物に併せた様々なペレット化技術が広く普及している。
【０００５】
　一方、熱可塑性樹脂は、資源リサイクルが進められている。特に容器包装材料系に用い
られるプラスチック量は近年も増加傾向にあり、その使用量の増加に伴い、そのリサイク
ルも重要な課題となっている。そして、熱可塑性樹脂の各種リサイクル方法が提案されて
いる。
【０００６】
　例えば、特許文献１は、プラスチック製品を粉砕したのち、鉄及び非鉄金属を除去した
後に比重分離し、さらにはフィルター等でろ過することで異物を除去しながら再生ポリオ
レフィン樹脂組成物を製造する方法を開示するものである。また、特許文献２は、プラス
チック系混合物を破砕する破砕工程の後に、風力により選別する工程と、液体雰囲気で湿
式比重分離を行う工程等を有するプラスチック系混合物の再資源化方法に関するものであ
る。これらの文献に示されているように、リサイクルにおいては、まず選別方法が非常に
重要視されている。
【０００７】
　さらに、特許文献３は、廃プラスチックを分別回収する工程に加えて、改質用樹脂を混
練して造粒、成形等することで、繰り返しリサイクルできるマテリアルリサイクルとして
、薄物製品へのリサイクル方法を開示するものである。このように、一定の選別が行われ
ても、さらに改質用樹脂や相溶化材の混合等を行うように、リサイクルするための原料に
着目した技術開発が優先して行われてきた。
【０００８】
　しかしながら、前述したように熱可塑性樹脂のリサイクルが検討され、その必要性も重
要視されていているものの、リサイクル樹脂が採用される場面は限定的なものであった。
これは、製品として市場に流通し消費されたプラスチック製品は、酸素や光、熱等により
化学劣化して、力学特性を復元することができないと考えられていたためである。
【０００９】
　本発明者等は、リサイクルされたポリオレフィン系樹脂等を詳細に評価した結果、リサ
イクルされたポリオレフィン系樹脂も、リサイクル前の樹脂（いわゆるバージン品）とほ
とんど変化しておらず同等の分子量を維持していることを確認した。すなわち、化学劣化
により分子量が低下しているとする従来のリサイクル樹脂の物性低下の説明は適当ではな
いと考えられる。
【００１０】
　一方で、リサイクル樹脂を用いた成形品の靱性等の物性が低下していることは事実のた
め、この原因を他の観点から検討した。その結果、成形履歴が物性に大きな影響を与えて
いることがわかり、この劣化および再生メカニズムとしてダングリング鎖をタイモレキュ
ールに戻すことが重要であるとの知見を得ている（非特許文献１）。この非特許文献１で
は、プレス成形したシートの冷却条件を急冷とすることで延性と、破断応力に優れたもの
を得ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００１－２４６６２１号公報
【特許文献２】特開２００７－０１５３４０号公報
【特許文献３】特開２００８－０００９０８号公報
【非特許文献】
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【００１２】
【非特許文献１】富永亜矢・八尾茂、「廃棄容器包装樹脂の高付加価値化再生技術」、コ
ンバーテック、株式会社加工技術研究会、2015年10月号，pp.60-64
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従来から利用されている樹脂組成物成形機は、均質に混練することや異物除去などを目
的としたものであった。また、特許文献１～３記載の技術はリサイクルに貢献するとして
も適用できる樹脂やその組み合わせは限定的なものであった。また、非特許文献１では急
冷により成形熱履歴を改善する方法のみを開示している。係る状況下、樹脂組成物、特に
リサイクル樹脂を含む樹脂組成物の成形を行う効率を良くするために、適用範囲が広い成
形履歴を改善する手法が求められ始めている。
【００１４】
　本発明は、溶融混練を経て成形された熱可塑性樹脂組成物のペレットについて、その熱
可塑性樹脂組成物としての本来の物性が維持されたものを得ることができる樹脂組成物成
形機および樹脂組成物製造方法を提供することを目的とする。特に、化学劣化等により物
性低下が生じていると考えられてきたリサイクル樹脂について、その物性低下を抑制し、
バージン品相当の物性を発現させることができるペレットを提供することができる樹脂組
成物成形機等を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者等は、リサイクル樹脂などを用いて発見された熱可塑性樹脂組成物の成形履歴
に係る知見を応用し、本発明者等は熱可塑性樹脂組成物をペレット化するときに、溶融混
練時の成形履歴を解消することが重要と考えた。これは、熱可塑性樹脂組成物が溶融し混
練されるときに、非常に大きなせん断履歴が生じており、その影響が大きく残ると考えら
れるためである。また、このせん断履歴による成形履歴を解消するために、溶融混練部の
あとに樹脂溜り部を設け、この樹脂溜り部でせん断履歴を緩和させる構成を想到した。こ
のせん断履歴を緩和する効果は、バージン品を用いて製造された成形品の成形時のせん断
履歴と、リサイクル加工のための溶融混練時のせん断履歴が蓄積されているリサイクル樹
脂を利用するときに特に有効である。
【００１６】
　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、下記の発明が上記目的に合
致することを見出し、本発明に至った。
【００１７】
　すなわち、本発明は、以下の発明に係るものである。
【００１８】
　本発明の樹脂組成物成形機は、熱可塑性樹脂組成物を溶融してペレット状に成形する樹
脂組成物成形機であって、熱可塑性樹脂組成物を供給する供給口と、前記供給口から供給
された熱可塑性樹脂組成物を溶融混練する溶融混練部と、前記溶融混練部で溶融混練され
た熱可塑性樹脂組成物をストランド状に吐出する吐出部と、前記吐出部より吐出されたス
トランド状の熱可塑性樹脂組成物を細断することでペレット化するペレタイザーとを有し
、さらに、前記溶融混練部と前記吐出部との間に設けられる樹脂溜り部を有することを特
徴とする。
　このような構成とした樹脂組成物成形機によりペレットを成形することで、溶融混練等
の成形履歴が解消され、物性が維持されたペレットを得ることができる。なお、この樹脂
組成物成形機は本発明に係る樹脂組成物の成形方法に用いることができる。
【００１９】
　また、本発明の熱可塑性樹脂組成物の成形方法は、熱可塑性樹脂組成物を溶融してペレ
ット状に成形する樹脂組成物の成形方法であって、熱可塑性樹脂組成物を樹脂組成物成形
機の供給口に供給し、前記供給口から供給された熱可塑性樹脂組成物を溶融混練部で溶融
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混練させ、前記溶融混練部で溶融混練された熱可塑性樹脂組成物を樹脂溜り部で滞留させ
、前記樹脂溜り部で滞留した熱可塑性樹脂組成物を吐出部からストランド状に吐出させ、
前記吐出部より吐出されたストランド状の熱可塑性樹脂組成物を細断することでペレット
化させることを特徴とする。なお、この樹脂組成物の成形方法は本発明に係る樹脂組成物
成形機により実施することもできる。
【００２０】
　この樹脂組成物成形機または熱可塑性樹脂組成物の成形方法によれば、熱可塑性樹脂組
成物について、その溶融混練による物性低下を抑制し、本来の物性を発現させることがで
きるペレットを得ることができる。
【００２１】
　また、前記樹脂組成物成形機において、前記樹脂溜り部における滞留時間を、５～３０
０秒とする容積である樹脂溜り部であることが好ましい。このような滞留時間とすること
で、より安定して溶融混練時のせん断履歴を解消させることができる。
【００２２】
　また、前記熱可塑性樹脂組成物は、結晶性高分子を含有することが好ましい。このよう
な熱可塑性樹脂瀬生物を用いるとき、特に溶融混練時のせん断履歴を解消させることで本
来の物性が回復される影響が大きいものとなる。
【００２３】
　また、前記熱可塑性樹脂組成物は、リサイクル樹脂由来のポリオレフィン系樹脂を含有
することが好ましい。このような熱可塑性樹脂組成物を用いることで、リサイクル樹脂を
用いても優れた物性の樹脂組成物の成形品、またそのためのペレットを得ることができる
。
【００２４】
　また、前記吐出部から吐出されたストランド状の熱可塑性樹脂組成物を急冷する急冷部
を有することを好ましい。このような急冷部を設けて吐出部から吐出されたばかりのスト
ランド状の熱可塑性組成物を急冷することで、熱可塑性樹脂組成物中に高分子の結晶ラメ
ラ間を接合する分子（タイモレキュール）を多く存在させることができると考えられ、優
れた引張特性・耐久性を有するペレットとすることができる。また、このペレットの引張
特性・耐久性は、そのペレットを用いて成形される成形品にも維持されやすい。
【００２５】
　また、前記急冷部が、温度が－５℃以上１０℃以下の液状冷媒を用いる急冷部であるこ
とが好ましい。このような急冷を行うことで、より安定して優れた引張特性・耐久性を有
するペレットを得ることができる。
　また、熱可塑性樹脂組成物成形機周辺に、安全に配置しやすい温度域であり、かつ、液
状冷媒を用いることで気体等による急冷を行うよりも優れた熱効率で速やかな急冷を行う
ことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の樹脂組成物成形機または樹脂組成物の製造方法によれば、溶融混練を経て成形
された熱可塑性樹脂組成物のペレットについて、その熱可塑性樹脂組成物としての本来の
物性が維持されたものを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第一の実施形態に係る樹脂組成物成形機を示す図である。
【図２】本発明の第二の実施形態に係る樹脂組成物成形機を示す図である。
【図３】本発明により製造されたペレットを用いて成形されたシートの引張伸びを評価し
た結果を示す図である。
【図４】本発明により製造されたペレットを用いて成形されたシートの引張伸びを評価し
た結果を示す図である。
【図５】従来の樹脂組成物成形機を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に本発明の実施の形態を詳細に説明するが、以下に記載する構成要件の説明は、本
発明の実施態様の一例（代表例）であり、本発明はその要旨を変更しない限り、以下の内
容に限定されない。
【００２９】
［第一の実施形態］
　図１は、本発明の樹脂組成物成形機の一実施形態に係る構造を示す概要図である。本発
明の第一の実施形態に係る樹脂組成物成形機１０は、供給口１と、溶融混練部２と、樹脂
溜まり部５と、吐出部３と、ペレタイザー４を有する。この樹脂組成物成形機１０により
、熱可塑性樹脂組成物を溶融してペレット状に成形することができる。得られたペレット
は、フレキシブルコンテナバッグ等のコンテナ７に収集される。
【００３０】
　供給口１は、ホッパー状の供給口であり、この上部から熱可塑性樹脂組成物を供給する
。溶融混練部２は、前記供給口１から供給された熱可塑性樹脂組成物を溶融混練する。こ
の溶融混練部２は、熱可塑性樹脂組成物の溶融温度に加熱されており、モーターＭにシリ
ンダ２１により連結されたスクリュー２２を回転させることで熱可塑性樹脂組成物が樹脂
溜まり部５側へと押し出される。また、この配管とスクリューとの間等を通るとき、熱可
塑性樹脂組成物にせん断応力がかかり、樹脂組成物は混練される。
【００３１】
　そして、樹脂溜まり部５は、溶融混練部２と吐出部３との間に設けられている。この樹
脂溜まり部５は、溶融温度を維持するように加熱されており、溶融混練部２で溶融混練さ
れた熱可塑性樹脂組成物にかかったせん断応力を解消することができる。吐出部３は、樹
脂溜まり部５を通り、溶融混練された後の熱可塑性樹脂組成物をストランド状に吐出する
。ペレタイザー４は、吐出部３より吐出されたストランド状の熱可塑性樹脂組成物を細断
しペレット化する。
【００３２】
　この樹脂組成物成形機１０により熱可塑性樹脂組成物をペレット化することで得られる
ペレットは、溶融混練による物性低下を抑制し、本来の物性を発現させることができる。
よって、例えばこのペレットを用いてフィルム等の成形品を製造すると、ペレット化の溶
融混練の影響による延性等の物性低下を抑制したフィルムを得ることができる。
【００３３】
　本発明の樹脂組成物成形機のより具体的な達成方法としては、一般的なペレット化装置
の溶融混練部と吐出部との間に、溶融混練部の配管の断面と同じ形状を延伸するような配
管を接続することで達成することができる。このシリンダ後の吐出部まで延伸された配管
部分は、シリンダによるせん断が行われず樹脂溜まり部となる。
【００３４】
　一般にペレット化装置では、熱可塑性樹脂組成物の種類やそのペレット化装置の押出し
圧力などに応じて、単位時間の押出し量が所定の範囲で制御される。この押出し量に基づ
いて、樹脂溜まり部として接続する配管の容積を所定の範囲としてせん断応力を解消する
大きさに調整する。このせん断応力を解消する大きさは、具体的には、滞留時間を、５～
３００秒とすることが好ましい。また、樹脂組成物成形機はその滞留時間を達成する容積
とすることができる。この滞留時間は、押出し量／樹脂溜まり部の容積から求められる。
なお、この滞留時間は、溶融混練部に相当するスクリューが設けられる長さから求めても
良く、吐出部までの配管に対してスクリューが短くされている場合、スクリューが設けら
れている位置までは配管との間に大きなせん断がかかるため溶融混練部とみなす。一方、
スクリューがない配管内ではスクリューによりかかったせん断が解消するため、この体積
部分を、樹脂溜り部とみなしてその滞留時間等を管理することもできる。
【００３５】
　この滞留時間はより好ましくは、３０秒以上、さらに好ましくは、６０秒以上である。
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滞留時間を長くするほど、せん断履歴による成形履歴を解消することができ、より初期物
性が維持された樹脂組成物を得ることができる。一方、その上限は好ましくは２４０秒以
下である。滞留時間を長くしてせん断履歴による成形履歴の解消による効果は、一定以上
からその変化量が少なくなるため、装置の設計上、一定以上長くする必要性は低い。そし
て、この滞留時間を容積として設計するときは、その樹脂組成物成形機の最大押出し量に
基づいて最小滞留時間を達成できるように設計することができる。または、実質的には、
樹脂溜り部５として取り付ける配管の長さで滞留時間の制御をできるためその長さを運転
条件に併せて適宜取り換えることができる設計として管理しても良い。
【００３６】
　この樹脂組成物成形機１０を用いてペレット状の樹脂組成物の成形方法を達成すること
ができる。具体的には、熱可塑性樹脂組成物を樹脂組成物成形機１０の供給口１に供給し
、溶融混練部２で溶融混練させ、樹脂溜り部５で滞留させ、吐出部３からストランド状に
吐出させ、ペレタイザー４で細断することでペレット化させることで、ペレット化された
樹脂組成物を得ることができる。
【００３７】
「熱可塑性樹脂組成物」
　本発明において熱可塑性樹脂組成物とは、溶融押出法で成形される熱可塑性樹脂と適宜
混合される添加材等による組成物を指す。この熱可塑性樹脂としては、結晶性の高分子を
用いると、本発明による物性維持効果が顕著に発揮される。具体的な熱可塑性樹脂として
は、ポリオレフィンやポリエステル、ポリアミド等が挙げられる。
【００３８】
　本発明の熱可塑性樹脂にはポリオレフィンを含有することが好ましい。ポリオレフィン
とは、ポリエチレンやポリプロピレン等のように、１位に二重結合をもつα‐オレフィン
の重合で得られる結晶性を有する高分子である。本発明において、リサイクルポリオレフ
ィンを用いることができる。リサイクルポリオレフィンとは、バージン品のペレットから
成形品を成形する工程で生じる廃棄物や不良品のようなプレコンシューマ品や、成形品と
して市場流通し、消費された後の、容器包装リサイクルプラスチック（いわゆる「容リプ
ラ」）のような廃棄プラスチックとして回収されるポリオレフィンの総称である。
【００３９】
　これらの熱可塑性樹脂組成物は、リサイクルして得られる場合もあるため、固体として
収集される。または、リサイクル対象の成形品が複数のポリオレフィンを用いたものの場
合、その成形品からリサイクルされた樹脂ははじめから複数のリサイクルポリオレフィン
を含有する熱可塑性樹脂組成物として回収される。また、リサイクル過程で混合される可
能性があり、その他、適宜混合される物質として、無機粉末、無機フィラー、ポリスチレ
ン由来物、１，４－付加ブタジエンユニット由来物およびポリエチレンテレフタレート由
来物、あるいはその他のプラスチックといったいわゆる不純物も、常温で混合された固体
として収集される。
【００４０】
　このリサイクルポリオレフィン等のリサイクル品を含有する熱可塑性樹脂組成物は、適
宜粉砕混合しておき一般的なペレッターを用いて溶融混練し、予めペレットとしておくこ
とができる。本発明の供給口に供給することができるように、このペレットや固体を粉砕
したものなどを、本発明の熱可塑性樹脂組成物の成形品の製造に用いる熱可塑性樹脂組成
物として使用することができる。
【００４１】
［第二の実施形態］
　図２は、本発明の第二の実施形態に係る樹脂組成物成形機１１の他の実施形態に係る構
造を示す概要図である。樹脂組成物成形機１１は、供給口１と、溶融混練部２と、樹脂溜
まり部５と、吐出部３と、ペレタイザー４に加えて、さらに急冷部６を有する。
【００４２】
　この樹脂組成物成形機１１により、樹脂組成物成形機１０と同様に熱可塑性樹脂組成物



(8) JP 2017-148997 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

を溶融してペレット状に成形することができる。さらに、樹脂組成物成形機１１は、吐出
部３から吐出されたストランド状の熱可塑性樹脂組成物を急冷部６で急冷する。
【００４３】
　この急冷部６は、例えば氷水を張ることで、約０℃とした水槽などを用いることができ
、この水槽に吐出部３から吐出された熱可塑性樹脂組成物をストランド状に連続して流す
ことができる。なお、吐出部から吐出される熱可塑性樹脂組成物は比較的高温のため、急
冷部６内の冷媒の温度が上昇しやすい場合があるため、急冷部６の冷媒中に熱伝導度が高
い配管を設けて、この配管中に液体窒素等の冷媒を連続的に供給することで熱収支のバラ
ンスをとり安定した運転を行ってもよい。
【００４４】
　この急冷は、具体的には、－５℃～１０℃の範囲に溶融樹脂組成物を溶融工程後ただち
に接するものとするものである。急冷させるために溶融樹脂組成物に接する媒体は、気体
、固体等を用いて行ってもよいが、液体を用いて行うことが好ましい。より好ましい媒体
としては、熱容量や安定性といった点から水を主とするものが最も好ましい。また、その
温度は０℃～１０℃がより好ましい。なお、水等の液体を用いて急冷した後の樹脂は、そ
の液体を適宜拭き取ったり、乾燥させたりして除去することで、最終的な熱可塑性樹脂組
成物を得る。
【００４５】
　本発明により得られる熱可塑性樹脂組成物のペレットは、その樹脂組成物の力学特性を
中心として本来の物性が維持されたものとなる。この維持される物性としては、代表的な
ものとして、引張試験で評価される引張伸度や、引張試験を行った時の破断時の応力（破
断強度）、破断するまでの応力と引張伸度から求められる破断エネルギー等が挙げられる
。
【００４６】
　これらの特性は、靱性の指標となるものであり、一般的に、これらの物性はリサイクル
プラスチックを用いた熱可塑性樹脂組成物やその成形品では著しく低下することが知られ
ている。本発明では、これらを本来の物性を維持することができ、これによりリサイクル
ポリオレフィンを主たる物質として含有していても、多用途に利用することができる。な
お、維持する物性は、用途に応じて適宜変更することができ、その物性は樹脂溜り部の滞
留時間や溶融温度、原料の混合比率、急冷工程の温度や媒体等により調整することができ
る。
【実施例】
【００４７】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を変更しない
限り以下の実施例に限定されるものではない。
【００４８】
［評価項目］
［引張試験］
　株式会社東京試験機ＳＨＩＭＡＤＺＵ製“ＡＧ-Ｘｐｌｕｓ １００ＫＮ”を用いて、引
張試験を行った。引張試験によって得られた結果を用いて、応力－ひずみ曲線（Ｓ-Ｓ曲
線）を作製し、破断伸度を求めた。
後述する試験片の成形により得られた厚さ４ｍｍ、幅１０ｍｍを試験片とした。
引張り速度：５０ｍｍ／ｍｉｎ
【００４９】
［ペレットからの試験片の成形］
　射出成形機：東洋機械金属（株）製　プラスチック射出成形機“ＳＩ－８０Ｖ”を用い
て、成形温度２００℃にて、ＪＩＳ規格の引張試験　Ｋ７１６１に準じて、試験片寸法は
厚さ４ｍｍ、幅１０ｍｍを作成した。
【００５０】
［実験装置］
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・押出機
　東芝機械株式会社製の二軸混練押出機「ＴＥＭ－３５Ｂ」を用いて溶融混練を行った。
・樹脂溜り部
　前記押出機の押出しスクリュー内蔵部を溶融混練部（図１における溶融混練部２）とし
、吐出部（図１における吐出部３）との間に、溶融混練部の配管断面と同形状の直管型の
配管を樹脂溜り部（図１における樹脂溜り部５）を設けた。
・ペレタイザー
　前記押出機の吐出部から吐出されたストランドを約５ｍｍの長さのペレット状に細断す
るペレタイザー（図１におけるペレタイザー４）を設けた。なお、氷冷装置を設けて氷冷
する場合、この氷冷装置の後にペレタイザーは並び替えて運転した。
・氷冷装置
　吐出部から吐出されるストランドが流入する場所に、水槽内に液体窒素を流通させ水槽
内の水と熱交換可能な配管を配置した氷冷装置（図２の急冷部６）を設けた。この氷冷装
置は、溶融吐出されたストランドが連続して流入しても約０℃を維持できるように、液体
窒素の流通量を維持した。
【００５１】
［原料］
・リサイクルポリオレフィン含有樹脂（ａ）：ポストコンシューマポリオレフィン系樹脂
として、容器包装リサイクル樹脂ペレットを用いた。このペレットは、ポリプロピレン（
ＰＰ）と、ポリエチレン（ＰＥ）とを、重量比でおよそ６：４の割合で含有している。な
お、このリサイクルポリオレフィン含有樹脂（ａ）は不純物としてポリスチレンや、溶媒
に不溶な無機物等を樹脂全体の８重量％含有している。また、ペレット化の工程で、ポリ
プロピレンと、ポリオレフィンと、その他不純物とが溶融成形されたものである。ただし
、樹脂溜り部がないペレッターで成形されているためこのペレットの段階では力学特性は
樹脂本来の物性を示さない。
【００５２】
［実験条件］
・温度：溶融混練温部および吐出部の温度を共に２００℃、２３０℃、２５０℃に適宜調
整した。なお、この温度を押出温度とする。
・押出し量：スクリュー回転数１００ｒｐｍ、２００ｒｐｍに適宜調整した。
　なお、スクリュー回転数１００ｒｐｍ、２００ｒｐｍのときの双方の押出し量は、フィ
ーダーの供給量が律速となり、０．１２ｋｇ／ｍｉｎである。
・樹脂溜り部：前述した実験装置の二軸押出しスクリューが内蔵される溶融混練部と同形
状の断面積（約２２０２ｍｍ2）を有し、長さ１２５ｍｍの直管状の配管を、樹脂溜り部
として、溶融混練部および吐出部の間に設けた。なお、この配管（樹脂溜り部）の温度も
、溶融混練部および吐出部と同じ温度になるように調整した。この樹脂溜り部となる配管
の容積は、断面積が約２２０２ｍｍ2、長さが１２５ｍｍであることから、約２７５２８
９ｍｍ3である。
【００５３】
［実施例１～１２、比較例１～１２］
　前述した実験装置、原料および実験条件によるペレット成形を行った。成形条件と試験
例を表１に示す。なお、実施例は、樹脂溜り部を設けた構成でペレット成形をおこなった
ものである。比較例は、樹脂溜り部なしの通常の成形機の状態でペレット成形をおこなっ
たものである。
　実施例における滞留時間は、前記押出し量、前記樹脂溜り部の容積から、約１３８秒で
ある。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
［試験結果］
　比較例および実施例のサンプルについて、引張試験を行った結果を図３および図４に示
す。
　図３は、樹脂溜り部の有無により、室温により冷却したときの差を比較するものである
。図４は、樹脂溜り部の有無により、吐出部の後に氷冷装置を設けて氷冷したときの差を
比較するものである。図３および図４から明らかなように、本発明の樹脂溜り部を有する
樹脂組成物成形機で成形したペレットを用いて成形されたシートは、樹脂溜り部なしで成
形したものよりも優れた引張伸度を示した。また、氷冷することで、その効果はより大き
なものとなった。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明によれば、熱可塑性樹脂組成物の本来の物性を維持するペレットが供給される。
これは特にリサイクル樹脂を用いたときに顕著な効果を示し産業上有用である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　供給口
　２　溶融混練部
　３　吐出部
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　４　ペレタイザー
　５　樹脂溜まり部
　６　急冷部
　７　コンテナ
　１０，１１　樹脂組成物成形機

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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